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国 土 交 通 省

宮崎河川国道事務所

宮崎海岸出張所発行

◇ 『宮崎海岸市民談義所』の開催について
◇ ７月は<海岸愛護月間>です！
◇ 宮崎海岸の環境をかんがえよう！
◇ 水難を防止しよう！

　記　事

今年も養浜実施箇所でアカウ

ミガメが産卵しています！

 ７月は〈海岸愛護月間〉です！

海岸は、人と海とのふれあいの場として、生活にうるおいをもたらす貴重な空間と
なっています。近年、様々な用途に利用される一方で、それが海岸空間の環境を悪化さ
せる原因となっていたり、水難事故もあとを絶たず、良好な海岸環境を保全することへ
の国民の期待がますます高まっています。

このため、国土交通省では、国民の共有財産である海岸を貴重な生活空間として、い
つまでも良好な状態に保つとともに、安全かつ適正な利用のため、海岸愛護思想の普及
と啓発を図ることを目的とし､昭和４７年から毎年７月を〈海岸愛護月間〉とし、月間の
推進標語を上記のように定めて、地方公共団体や市民団体の協力を得て全国でイベント
や海岸清掃などの運動を実施しています。

なお、海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日として「海の日（今年
は７月１９日です。）」が祝日とされています。宮崎河川国道事務所においてもその趣
旨を踏まえて「海の日」の意義を広めることに努めています。

推進
標語

 宮崎海岸の環境をかんがえよう！

上記のように、７月は〈海岸愛護月間〉です。梅雨があけ、本格的な夏をむかえると

みなさんも海とふれあう機会がふえると思います。そこで、今後末永く海と親しくふれ

あうために、宮崎海岸の環境について考えてみましょう。

宮崎海岸にはたくさんの動植物が暮らしています。中
には絶滅の危機に瀕している貴重なものがいます。
砂浜は動植物にとって非常にきびしい環境ですが、産
卵・ふ化や子育てまでする動物もいます。

一方で、ゴミの不法投棄
や、砂浜への車の乗り入れ
などが環境におよぼす影響
を指摘されています。

コアジサシ
宮崎県ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ：絶滅危惧ⅠB類

ゴミの投棄は不法行為で罰
せられます！

車のわだちは仔ｶﾞﾒが海に帰
る時やｺｱｼﾞｻｼの産卵・子育
てに影響を及ぼします！

グンバイヒルガオ
宮崎県ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ：絶滅危惧ⅠB類

コアジサシは、砂浜や河原
で産卵・子育てをします

アカウミガメおよびその産卵
地は県指定天然記念物です

　

 『宮崎海岸市民談義所』については、７月に開催予定です。詳細が決定次第、新聞の折り
込みチラシや宮崎河川国道事務所ホームページに案内を掲載致します。

 『宮崎海岸市民談義所』の開催について



　海岸に関するご相談やご意見・ご質問などありましたら

にご連絡下さい。

　TEL：０９８５－６２－７０５０／FAX：０９８５－６２－７０５１

　〒８８０－０２１１ 宮崎県 宮崎市 佐土原町 下田島 ９５１５－６

　　　　　　　        　　　　　【旧 宮崎地方法務局 佐土原出張所】

　※宮崎河川国道事務所ホームページ

　　http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/

　※海岸情報（宮崎海岸Publication）

　　http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/html/kasen/sskondan/index.html
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 水難を防止しよう！

海とふれあい、楽しい思い出を家まで持ち帰るためには、何より水難を起こさないこ

とです。水難に遭うことなく、今年の夏を満喫するために水難の発生状況と防止策の一

部を紹介します。

　

　

　

平成22年度の全国の水難発生件数は1,573件で、この内852件（54%）が６月
から８月の３ヵ月で発生しています。さらに、夏休み期間中（7/21～8/31）の
水難発生件数は552件（35%）にのぼり、この内中学生以下のこどもが141件
（26%）となっています。

水難者総数の内、死者・行方不明者の割合は49%ですので、水難とは非常に
恐いものです。

水死事故を場所別にみると、海が54%、河川が29%を占めています。また、行
為別では、魚とり・釣り、水泳中・水遊び、通行中が多く全体の67%を占めて
います。

なお、宮崎県における平成22年度の水難発生件数は31件で、場所別にみる
と、海が20件（67%）、河川が10件（32%）を占めており、全国と比べると海で
の水難発生件数が高い傾向になっています。　　　　 ※データ出典：警視庁を一部加工

 水難の発生状況

平成22年　場所別水死者数の割合
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 水難の防止策の一例

水難の発生状況を踏まえ、以下の防止策を紹介します。

①魚とり・釣りでは転落など、水泳・水遊びでは海（水）藻が茂っていたり水温

　の変化や流れが激しい場所、水深などの危険箇所をよく調べる。

②天候不良時、体調が悪い時や飲酒した時は釣りや遊泳をしないなど、状況を的

　確に判断する。

③こどもに対して泳いでよい場所・ダメな場所、水難に遭った時には大人を呼ぶ

　など指導する。また、保護者などがしっかりと監視する。


